
NO．7852016 年 10 月 31日 国　　　労　　　東　　　日　　　本 ①

　

国
労
東
日
本
本
部
は
９
月
12
日
、
第
四
回
国
労
東
日
本
ゴ

ル
フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
栃
木
県
・
サ
ン
ヒ
ル
ズ
カ
ン
ト
リ
ー

ク
ラ
ブ
に
於
い
て
開
催
し
ま
し
た
。
大
会
は
各
地
方
か
ら
参

加
さ
れ
た
52
名
で
競
わ
れ
、
団
体
で
は
東
京
・
大
宮
地
区
本

部
チ
ー
ム
が
初
優
勝
。
個
人
で
は
東
京
・
神
奈
川
地
区
本
部

の
石
川
選
手
が
優
勝
を
勝
ち
取
り
ま
し
た
。

　

今
号
は
、①
第
四
回
国
労
東
日
本
ゴ
ル
フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
、

②
労
働
契
約
法
第
20
条
違
反
で
申
を
提
出
、
③
第
15
回
貨
物

運
転
士
交
流
会
、
④
「
９
・
22
さ
よ
う
な
ら
原
発
さ
よ
う
な

ら
戦
争
大
集
会
」
の
報
告
と
し
ま
す
。

個人優勝・石川選手（神奈川）
団体優勝・大宮地区本部チームと
お手伝い頂いた準備地区本部の皆さん

前年度優勝・上野支部
による選手宣誓

　国労東日本本部ゴルフトーナメントも既に第４回大会の開催と
なり、ゴルフの競技としての浸透がなされたと思います。
　上野支部チームは連覇、前１・２回優勝の千葉地本チームはタ
イトル奪還、優勝を果たしていない代表チームは悲願の優勝とい
う２文字に向けて調整してきたと思われます。
　開催場所については、前回までは優勝したチームの地域での開
催となっていましたが、東日本エリア全域からの参加等を考慮に
入れ、栃木県宇都宮とさせていただきました。
　今年の開催は、この時期としては珍しく雨の予報となっており
ゴルフ場のコンデションが気になっていたところですが、幸いに
も絶好のゴルフ日和となりました。雨の時のコンデションの対
策（プリファードライ）も考えていましたが、やはり選手には自
分の持っている最高のパフォーマンスを出して頂けるように競技
のルールも考えていかなくてはと思っているところです。第４回
の優勝チームは東京地方本部大宮の優勝で幕を閉じたところです
が、第１回から大宮は虎視眈々と狙っていたのですが、やはりゴ
ルフは難しいもので…念願の優勝を果たしました。
　各代表選手の方は、このようなロケーション、シチュエーショ
ンでのゴルフはエリアの大会であるとの認識に立っていただいて
次回に向けて練習に励んでいただければと思います。
　各参加の地方本部の御協力により、第４回大会も成功裏に終了
したと思っています。
　次回開催時には、組織拡大を視野に入れての大会参加を各地方
本部にお願いするものです。　　　　　　　　（吉田競技委員長）
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校
生
平
和
大
使
か
ら
「
戦

争
を
絶
対
に
さ
せ
な
い
た

め
に
全
力
を
尽
く
そ
う
」

と
力
強
い
決
意
が
語
ら
れ

ま
し
た
。

　

最
後
に
呼
び
か
け
人
の

鎌
田
慧
さ
ん
が
「
原
発
再

稼
働
、
戦
争
法
反
対
、
沖

縄
基
地
な
ど
の
平
和
と
く

ら
し
を
守
る
闘
い
に
全
力

を
挙
げ
て
い
こ
う
」
と
閉

会
の
挨
拶
を
行
い
、
参
加

者
全
員
の
シ
ュ
プ
レ
ヒ

コ
ー
ル
で
闘
う
決
意
を
内

外
に
訴
え
ま
し
た
。

ル
の
欠
如
が
目
立
つ
」「
非
効

率
な
列
車
が
新
た
に
設
定
さ

れ
、
要
員
が
逼
迫
」「
他
労
組

は
誰
も
声
を
あ
げ
よ
う
と
し

な
い
」
な
ど
、
貨
物
職
場
の

劣
悪
な
労
働
実
態
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
、
出
さ
れ
た
問

題
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
と

今
後
の
闘
い
方
に
つ
い
て
集

約
。
職
場
点
検
摘
発
運
動
の

強
化
と
分
会
活
動
の
活
性
化
、

組
織
拡
大
の
重
要
性
を
意
思

統
一
し
、
最
後
に
関
東
貨
物

協
・
因
泥
議
長
の
ま
と
め
で

終
了
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
懇
親
会
で
職
場

に
戻
っ
て
共
に
が
ん
ば
ろ
う

と
団
結
を
固
め
あ
い
、
有
意

義
な
交
流
会
と
な
り
ま
し
た
。

階
的
な
65
歳
ま
で
の
引
き
上

げ
に
伴
い
、
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
で
は
、
２
０
０
６
年

か
ら
企
業
に
対
し
支
給
開
始

年
齢
ま
で
の
雇
用
確
保
を
義

務
付
け
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
東

日
本
で
も
２
０
０
８
年
か

ら
、
60
歳
原
則
出
向
で
エ
ル

ダ
ー
社
員
制
度
が
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
エ
ル
ダ
ー
社

員
と
な
っ
た
場
合
の
賃
金

は
、
Ｊ
Ｒ
社
員
時
代
の
半
分

以
下
と
な
っ
て
お
り
、
家
族

を
支
え
る
生
活
費
も
困
窮
す

る
生
活
実
態
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
間
国
労
東
日
本
本
部

は
、
労
働
協
約
改
訂
交
渉
の

中
で
「
60
歳
か
ら
の
原
則
出

向
を
改
め
65
歳
ま
で
の
現
職

　

５
月
13
日
東
京
地
裁
か
ら
、

定
年
前
後
を
問
わ
ず
同
一
労

働
に
従
事
し
て
い
る
定
年
後

再
雇
用
の
有
期
契
約
労
働
者

に
つ
い
て
、
定
年
前
の
無
期

雇
用
の
場
合
と
の
賃
金
の
相

違
が
、
労
働
契
約
法
第
20
条

の
「
不
合
理
な
労
働
条
件
の

禁
止
」
に
違
反
し
て
い
る
と

し
て
争
わ
れ
た
「
長
澤
運
輸
」

事
件
で
、
労
働
契
約
法
第
20

条
違
反
を
認
め
た
判
決
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

年
金
支
給
開
始
年
齢
の
段

電
福
島
第
一
原
発
事
故
で
避

難
生
活
を
し
て
い
る
住
民
の

実
態
や
東
電
の
補
償
打
ち
切

り
等
、「
原
発
事
故
は
収
束
し

て
い
る
」
と
い
う
安
倍
首
相

の
発
言
と
の
か
け
離
れ
た
実

態
が
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
北
海
道
・
幌
延
の
核
廃

棄
物
貯
蔵
処
理
問
題
な
ど
、

核
物
質
処
理
の
杜
撰
な
実
態

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、
澤
地
久
枝

さ
ん
の
主
催
者
挨
拶
の
後
、

各
界
か
ら
の
挨
拶
や
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
紹
介
が
さ
れ
、
高

　

９
月
22
日
、
代
々
木
公
園

音
楽
ホ
ー
ル
前
で
「
９
・
22

さ
よ
う
な
ら
原
発
さ
よ
う
な

ら
戦
争
大
集
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
国
労
か
ら
も
多

く
の
組
合
員
が
参
加
し
、
約

９
５
０
０
名
（
主
催
者
発
表
）

の
仲
間
と
「
原
発
の
廃
止
と

戦
争
反
対
」
の
闘
い
に
向
け

決
意
を
固
め
合
い
ま
し
た
。

　

集
会
の
第
一
部
で
は
、
東

用
す
る
青
函
ト
ン
ネ
ル
の
運

転
は
年
配
者
に
は
過
酷
」「
Ａ

Ｔ
Ｓ
動
作
だ
け
で
過
酷
な
取

り
調
べ
、
安
全
対
策
の
名
目

で
作
業
内
容
の
追
加
が
繰
り

返
さ
れ
る
」「
要
員
不
足
が
常

態
化
。
退
職
者
の
補
充
が
無

く
休
日
出
勤
が
多
い
」「
遠
距

離
通
勤
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
」「
触
車
事
故
が
発
生
し
、

連
絡
体
制
の
不
備
と
危
機
管

理
の
欠
如
が
露
呈
」「
一
日
の

平
均
労
働
時
間
が
７
時
間
を

超
え
る
提
案
が
さ
れ
た
が
、

会
社
に
抗
議
し
、
訂
正
さ
せ

た
」「
列
車
遅
延
で
７
時
間
も

拘
束
。
休
養
を
指
示
さ
れ
、

２
時
間
分
し
か
超
勤
が
支
払

わ
れ
な
い
」「
会
社
に
不
満
を

持
っ
た
青
年
の
退
職
や
モ
ラ

　

東
日
本
運
転
協
議
会
は
、

６
月
23
〜
24
日
に
第
15
回
貨

物
運
転
士
交
流
会
を
横
浜
で

開
催
。
全
国
か
ら
23
名
が
参

加
し
、
交
流
を
深
め
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
、
主
催
者
の
長

谷
川
議
長
の
挨
拶
に
は
じ
ま

り
、
全
貨
協
・
眞
田
議
長
よ

り
、
貨
物
会
社
の
黒
字
化
に

向
け
た
賃
金
削
減
攻
撃
の
実

態
と
会
社
の
狙
い
、
休
養
を

理
由
と
し
た
拘
束
時
間
延
長

と
超
勤
未
払
い
の
問
題
、
乗

務
ミ
ス
に
対
す
る
個
人
追
及

の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
化
、
職
場

の
労
働
条
件
改
善
に
向
け
た

国
労
運
動
の
展
望
と
組
織
拡

大
な
ど
の
問
題
提
起
を
受
け
、

職
場
討
論
に
入
り
ま
し
た
。

　

報
告
で
は
「
新
幹
線
と
共

１
．
定
年
後
の
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
、
労
働
契

　
　

約
法
第
20
条
は
適
用
さ
れ
る
と
の
判
例
が
示
さ

　
　

れ
た
が
、
今
後
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
有
期
労
働
契

　
　

約
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
。

２
．
エ
ル
ダ
ー
社
員
制
度
が
労
働
契
約
法
第
20
条
に

　
　

抵
触
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

３
．
２
０
１
６
年
５
月
13
日
の
東
京
地
裁
判
決
に
基

　
　

づ
き
、
現
行
の
エ
ル
ダ
ー
社
員
制
度
の
労
働
条

　
　

件
を
見
直
す
こ
と
。

で
の
在
職
」
を
求
め
て
き
ま

し
た
が
、
会
社
の
考
え
方
は

「
現
状
の
エ
ル
ダ
ー
社
員
制
度

の
維
持
」
に
留
ま
っ
て
お
り
、

エ
ル
ダ
ー
社
員
と
な
る
組
合

員
か
ら
は
、
提
示
時
期
、
希

望
職
種
、
勤
務
地
の
問
題
、

特
に
賃
金
改
善
を
求
め
る
声

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、今
後
の
エ
ル
ダ
ー

社
員
制
度
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
や
改
善
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
出

さ
れ
た
「
長
澤
運
輸
」
事
件

判
決
は
地
裁
判
決
の
段
階
で

す
が
、
別
掲
の
内
容
に
て
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
考
え
方
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
申

し
入
れ
ま
し
た
。

【　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
へ
の
申
し
入
れ
項
目　

】 


